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猫
の
不
妊
・
去
勢
手
術

費
用
を
補
助

1010747対
象
　
次
の
全
て
の
条
件
を
満
た

す
人

①
市
内
に
住
民
登
録
、
居
住

②
猫
の
飼
い
主
（
営
利
目
的
を
除

く
）
や
所
有
者
の
判
明
し
な
い
猫

を
世
話
を
し
て
い
る

③
動
物
病
院
で
猫
の
手
術
を
受
け

さ
せ
た

④
市
税
な
ど
の
滞
納
が
な
い

補
助
額

▽
不
妊
手
術
　
１
匹
５
千
円

▽
去
勢
手
術
　
１
匹
３
千
円

※
１
世
帯
当
た
り
、
年
３
匹
ま
で

申
請
期
間
　
手
術
後
３
カ
月
以
内

※
予
算
額
に
達
し
た
時
点
で
終
了

用
意
す
る
も
の

▽
領
収
書
の
原
本

▽
申
請
者
本
人
の
確
認
が
で
き
る

も
の
の
写
し
（
運
転
免
許
証
・
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）

▽
申
請
者
名
義
の
預
金
通
帳
写
し

▽
印
鑑

申
請
・
問
合
せ
　
環
境
課
環
境
保

全
係
☎
内
線
３
０
７
２

空
き
家
解
体
補
助
事
業

※
必
ず
着
工
前
に
要
申
し
込
み

対
象
の
空
き
家
　
１
年
以
上
居
住

し
て
い
な
い
個
人
所
有
の1

戸

建
て
な
ど
で
、
抵
当
権
が
設
定
さ

れ
て
い
な
い

※
物
置
な
ど
と
し
て
利
用
や
管
理

者
が
同
一
敷
地
内
ま
た
は
隣
接
地

に
居
住
し
て
い
る
も
の
は
対
象
外

対
象
者
　
市
税
の
滞
納
が
な
く
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

①
空
き
家
の
所
有
者
ま
た
は
相
続
人

②
①
の
い
ず
れ
か
か
ら
同
意
を
得

た
人

対
象
工
事
　
空
き
家
の
全
部
を
解

体
す
る
未
着
手
工
事

補
助
額
　
経
費
の
３
分
の
１
以
内

（
限
度
額
20
万
円
）

※
建
築
日
が
昭
和
56
年
５
月
31
日

以
前
を
証
明
で
き
る
場
合
は
10
万

円
加
算

申
込
み
　
４
月
22
日
（
月
）
か
ら

予
算
額
に
達
し
た
時
点
で
終
了

そ
の
他
　
木
造
耐
震
関
連
補
助

（
木
造
住
宅
耐
震
診
断
、
耐
震
改

修
工
事
費
、
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
設

置
工
事
費
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
撤

去
費
）
は
要
相
談

問
合
せ
　
建
築
住
宅
課
建
築
指
導

係
☎
内
線
４
１
１
２

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
購

入
費
補
助

1002235　
幼
児
を
交
通
事
故
か
ら
守
る
た

め
、
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
着
用

は
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
沼

田
市
は
子
育
て
支
援
事
業
の
一
環

と
し
て
、
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
購

入
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

対
象
　
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
購
入

日
ま
た
は
補
助
金
申
請
日
に
お
い

て
、
市
内
に
住
所
を
有
す
る
１
歳

未
満
（
０
歳
児
）
の
乳
児
の
父
母

で
、
市
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な

い
人

補
助
額
　
購
入
費
の
２
分
の
１

（
限
度
額
５
千
円
）

申
請
方
法
　
出
生
届
提
出
後
に
、

次
の
も
の
を
子
ど
も
課
ま
た
は
白

沢
・
利
根
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
へ

①
領
収
書
の
写
し
（
購
入
者
の
氏

名
、
購
入
日
、
購
入
品
名
、
購
入

店
名
が
全
て
記
入
さ
れ
た
も
の
）

※
購
入
者
氏
名
は
、
原
則
と
し
て

生
ま
れ
た
子
の
父
母
に
限
る

②
品
質
保
証
書
ま
た
は
取
扱
説
明

書
の
写
し
（
安
全
基
準
マ
ー
ク
が

分
か
る
も
の
）

③
印
鑑
、
銀
行
の
通
帳

そ
の
他
　
補
助
金
の
交
付
は
乳
児

１
人
に
対
し
１
台
限
り
で
、
国
の

安
全
基
準
を
満
た
し
た
も
の

申
請
・
問
合
せ
　
子
ど
も
課
子
育

て
支
援
係
☎
内
線
３
１
２
４

特
定
求
職
者
雇
用
企
業

奨
励
金

1006799　
市
で
は
、
国
が
実
施
す
る
特
定

求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
制
度
を

活
用
し
て
、
障
が
い
の
あ
る
人
を

雇
用
し
た
市
内
中
小
企
業
者
に
、

奨
励
金
を
交
付
し
ま
す
。

対
象
労
働
者
　
市
内
在
住
で
、
雇

い
入
れ
日
現
在
で
満
年
齢
が
65
歳

未
満
の
人

申
込
方
法
　
国
の
支
給
決
定
通
知

書
を
受
け
た
日
か
ら
30
日
以
内

に
、
所
定
の
申
請
書
に
必
要
書
類

を
添
付
し
提
出

対象労働者 交付金額 交付
期間

交付対象期ごと
の交付金額

障害者雇用促進法第２条第２号また
は４号に規定する身体障害者、知的
障害者

18 万円
（９万円） １年

第１～２期
各９万円

（各 4.5 万円）

障害者雇用促進法第２条第３号に規
定する重度身体障害者 / 同条第５号
に規定する重度知的障害者 / 同条
第６号に規定する精神障害者 / 同条
第２号または４号に規定する身体障
害者または知的障害者で 45 歳以上

36 万円
（18 万円）

１年
６カ月

第１～３期
各 12 万円

（各６万円）

【交付内容】　※
交
付
期
間
（
６
カ
月
）
ご
と
に

交
付
。（
　
）
内
は
短
期
間
労
働

者
（
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が

20
時
間
以
上
30
時
間
未
満
）
に
対

す
る
交
付
金
額

申
込
み
・
問
合
せ

産
業
振
興
課

商
工
振
興
係
☎
内
線
５
０
０
５

1006720

広告 広告


